
 

福岡市個人情報保護審議会運営要領（案） 

 

（平成３年12月２日付け審議会議決） 

（平成17年９月12日付け全部改正議決） 

（平成26年10月24日付け一部改正議決議） 

（平成２７年 月 日付け一部改正決議） 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，福岡市個人情報保護条例（平成17年福岡市条例第103号。以下

「条例」という。）第62条の規定に基づき，福岡市個人情報保護審議会（以下「審

議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 (特定個人情報保護評価部会及び個人情報保護制度部会の設置等) 

第２条 条例第６１条第１項に規定するその他の部会として，特定個人情報保護評

価部会（以下この条において「評価部会」という。）及び個人情報保護制度部会

（以下「制度部会」という。）を置く。 

２ 評価部会は，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成２５年法律第１０６号）第２７条に規定する評価書に記載された特

定個人情報ファイルの取り扱いについて，審議会に諮問された事件について調査審

議する。 

３ 制度部会は，個人情報保護制度の運用に関する重要事項について審議会に諮問

された事件のうち，特に審議会が必要と認める事件について調査審議する。 

４ 評価部会及び制度部会は，必要があると認めるときは，その指名する委員に必要

な調査をさせることができる。 

 

（会長の専決） 

第３条 条例第56条第２項第１号の意見を述べることのうち，審議会があらかじめ

認める事項については，会長の専決とする。 

 

（不服審査の手続） 

第４条 条例第60条の不服申立て部会（以下この条及び第７条において「部会」と

いう。）は，審議会が条例第49条第２項の諮問を受けたときは，条例第63条第１項

及び第４項の規定により，実施機関に対し，相当の期間を定めて，開示決定等，訂

正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報（以下「対象保有個人情報」とい

う。）の提示及び当該決定等の理由等を弁明した書面（以下「弁明意見書」とい

う。）の提出を求めるものとする。ただし，対象保有個人情報の提示を求める場合

において，当該対象保有個人情報の管理に支障が生じるおそれがあると認めるとき，

その他合理的な理由があるときは，その写しの提示を求めるものとする。 

２ 部会は，弁明意見書の提出があったときは，条例第65条第２項の規定により，

不服申立人及び参加人に対し，原則としてその写しを送付するとともに，条例第63

条第４項の規定により，相当の期間を定めて，当該弁明意見書に対する不服申立人

の反論等を記した書面（以下「反論意見書」という。）の提出を求めるものとする。 

コメント [F1]: 条例６１条１項の規定によ

りその他の部会として特定個人情報保護評

価部会を設置する規定を置くため，組織に

ついての規定（２条）を置くことによる改

正 

コメント [F2]: その他の部会の名称として，

特定個人情報保護評価部会とする。 

コメント [F3]: 番号法２７条１項の「次に

掲げる事項を評価した結果を記載した書面

（以下（略）「評価書」という。）を指す。 

コメント [F4]: 番号法に基づく特定個人情

報保護評価に関する規則（平成２６年特定

個人情報保護委員会規則第１号）第７条４

項の「評価書に記載された特定個人情報フ

ァイルの取り扱いについて，個人情報の保

護に関する学識経験のある者を含む者で構

成される合議制の機関（略）の意見を聴く

ものとする。」 

コメント [F5]: 制度の運用に関する重要事

項全般を調査審議する趣旨ではなく，諮問

された案件のうち必要なものを個別に指定

して審議する趣旨である。 

コメント [F6]: 部会開催の定足数（定数の

過半数）がそろわなくとも一部の委員のだ

けで必要な調査ができることとした規定。 

コメント [F7]: 第６条の条の繰り下げによ

る。 

コメント [F8]: この「部会」は不服申立て

部会に関する規定でのみ読み替えを行って

いる。改正後の４条及び７条の規定は，評

価部会及び制度部会には適用されない。こ

れら以外の条文（改正後の５条及び６条）

に規定される「部会」は不服申立て部会及

び特定個人情報保護評価部会のいずれも指

すものである。 
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３ 部会は，反論意見書の提出があったときは，条例第65条第２項の規定により，

実施機関に対し，原則としてその写しを送付するものとする。 

４ 部会は，不服申立人等から意見書（弁明意見書及び反論意見書を除く。）又は

資料の提出があったときは，前２項の規定に準じてこれを取り扱うものとする。 

５ 部会は，対象保有個人情報に不服申立人等以外の第三者に関する情報が含まれ

ている場合において，必要があると認めるときは，条例第63条第４項の規定により，

当該第三者から口頭又は書面により意見を聴取するものとする。 

６ 条例第64条第１項の規定により口頭で意見を述べることのできる者の数は，５

人以内とする。ただし，部会が特に必要と認めたときは，この限りでない。 

 

  （会議の公開） 

第５条 審議会及び部会の会議は，公開する。ただし，会議が条例第60条第６項本

文又は福岡市情報公開条例（平成14年福岡市条例第３号）第38条ただし書の規定に

該当するときは，非公開とする。 

２ 審議会及び部会の会議の傍聴に関して必要な事項は，別に審議会が定める。 

 

  （議事録） 

第６条 審議会及び部会の議事録は，会議の議題又は論点ごとの審議経過を明らか

にした要点筆記とする。 

２ 議事録は，会議に出席した委員の承認を得て確定する。 

 

（意見書等の閲覧等） 

第７条 条例第67条第１項の部会に提出された意見書又は資料（以下「意見書等」

という。）の閲覧又は複写の求めは，書面によるものとする。 

２ 前項の書面には，次に掲げる事項の記載を求めるものとする。 

 (1) 意見書等の閲覧又は複写を求める者の住所，氏名（法人その他の団体にあっ

ては，名称，所在地及び代表者の氏名。以下同じ。）及び連絡先 

 (2) 閲覧又は複写を求める意見書等の名称又は内容 

 (3) 閲覧又は複写の区分 

３ 意見書等の閲覧又は複写の求めがあった場合において，その諾否に係る部会の

決定は，部会長が行うものとする。ただし，部会長が必要があると認めるとき

は，部会の会議に諮ってこれを決する。 

４ 前項の決定は，次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 

 (1) 意見書等の閲覧又は複写を求める者の住所及び氏名 

 (2) 閲覧又は複写の求めに係る意見書等の名称又は内容 

 (3) 決定の内容 

 (4) 閲覧又は複写の求めに応じる場合は，その日時及び場所 

５ 前項第４号の日時及び場所の指定は，情報公開室長が行うものとする。ただ

し，情報公開室長が特に必要があると認めるときは，部会の会議に諮ってこれを

決する。 

 

 （答申の内容の公表） 

コメント [F9]: この条の部会には，特定個

人情報保護評価部会も含む。 

コメント [F10]: 特定個人情報保護評価部

会の会議は，本条本文の規定により公開が

原則であるが，評価書の内容にはセキュリ

ティ上非公開とする情報も含まれているた

め，このただし書の規定により非公開とな

る場合がある。 

コメント [F11]: この条の部会には特定個

人情報保護評価部会も含む。 

コメント [F12]: この条の部会は，不服申

し立て部会のみを指す。 
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第８条 条例第 68 条の規定による答申の内容の公表は，市長室情報プラザ内に配架

する方法及び福岡市ホームページに掲載する方法により行うものとする。 

 

附 則 

  この要領は，平成17年10月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は，平成26年10月24日から施行する。 

   附 則 

 この要領は，平成27年 月 日から施行する。 

コメント [F13]: 不服申し立て事件に係る

答申を指す。 




